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私の教育制度学研究40年

はじめに

本日は，このような機会を与えていただき井

田仁康教育学域長をはじめ，関係の皆株に!享く

御礼を申し上げます。ありがとうございます。

本題に入る前に，タイトルの設定理由を説明し

たいと思います。東京教育大学入学後，大学院

に進んで今年で40年目になります。教育flJI]度学

の研究室(真野宮雄教授，桑原敏明教授)で学

び始め，筑波大学の創設fl寺と重なり，その意味

ではこれまで筑波大学とともに歩んできたと言

えます。

「改革の40年サイクル」という言葉がありま

す。エレクトロニクスの技術革新や研究者の世

代交代，あるいは「ベルリンの壁Jやわが国の

戦後のお年体制と呼ばれた「自民党政権交代J，

さらにはリビアのカダフィ大佐の失!向!などの社

会体制!の変革周期はほぼ40年と言われます。経

済界においてもわが国に変動相場制が導入され

て40年が経ち安倍首相のデフレ脱却の時期に突

入しています。筑波大学も40年を迎え，われわ

れ執行部も思い切った改革を断行しているとこ

ろです。その意味では，在、の研究も一区切り，

新たなサイクルに突入ということになりますが，

今日はこれまでの自分史を振り返りながら，と

くに若い研究者へのメッセージとして研究で学

んだことや研究成果の一部を紹介したいと思い

ます。

(1) 9年サイクルの自分史

私の自分史は偶然にも 9年のサイクルで展開

しています。 18歳で都会にあこがれ東京教育大
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学に入学し立で件以+L36i設で出身の筑波大

に戻り 45i設で論文博士及びマイホームを建

て， 54歳で、管理職の道に入り，そして現在63歳

で退i肢を迎えることになりました。がとして意図

したり，きちんと設計したりしたわけではなく，

結果的にそうなっただけですが，今!まえば悔い

のない人生行路だと思っています。

在、の教育Iftl])支学研究もほぼこうしたサイクル

に沿って進化してきたと考えています。卒業論

文や修士論文で、は学校段階問のアーティキュレ

ーション(~妾続関係)を J{;Zり上げ， 1~1~1 等-

教育 n~J から保育・初等教育 Ij~Jへとシフトしまし

た。これが第一期の研究テーマでした。第二期

は，博士論文を目指して取り組んだ、大学単位制

度の研究です。そして第三期には，臨時教育審

議会を挟んで取り組んだブミ学改革の実証l~j~ {íJr守究

であり， 第|日四T羽日}期{リ引j月Jには大f学学3手芋f主:主2寄司;1刊l

務教育の{却矧研i甘司苛iJl万f究へと発展してきました O 科学研究

費に関しでも，初期は研究室や大学関係団体の

共同研究が主でありましたが，後半からは研究

代表者として，単位flil]j支，学習評価，オナーズ

プログラムヲ大学院教育，義務教育，いじめな

どのテーマに取り組んできました。

こうした研究歴とも関係して，社会貢献的な

事業としては，学校統廃合問題，生涯学習の課

題，教養部改組の問題をはじめ， F 0 活動，

託評価，学位プログラム，職業高等教育などの

課題に従事してきました。 1:1:1でも教養部改組の

問題は， 3年にわたって当時の文部省関係者と

取組み，その制度設計をしました。また，認証

評価に関しては，現在もなお従事していますが，

多くの認証評価機関に関わっており，おそらく



わが国で、一番長く， しかも幅広く経験している

のではないかと自負しています。

学内運営に日を向けると，教育計画室長，専

攻長，学系長， iiJf究科長を経て山田

:ikl3:1恭介学長の下で 6年l1¥j副学長・理事を務め

させていただきました。教育計画室長時代には

FD 活動のえに努め，世界最大規模の人間総

合科学研究科で、は「研究科憲章jを策定したこ

とを)よい¥11J
Iします。また，教育担当面Ij学長時代

には，多くの思し¥U-¥がありますが， I~:Jでも 3 学

Jt)Jijj-!Jから 6モジュールの 2学期i!i!Jへの移行，小

学校課税の設置，グローパル教育院の設置など

に尽力してきました。総務-人事担当時二代には，

職員表彰制度の開始やFLY人:専 (Foreigner，

Lady， Young・)の配置のほか，予期せぬ学長代

理の責も果たしました。さらに今日まで、の学生

時代には，厚生会や紫111争会の見直しに着手

し，留学生と日本人がシェアするインターナシ

ョナルハウスの設立事業にも取り組んできまし

た。多くの教職員に支えられながら，無事にこ

こまでこられたことに感認しています。

(2)研究設定の戦11I告性

私の教育制度学研究は 大きくはアーティキ

ュレーション研究と大学単位制度研究に集約さ

れますが，研究テーマを設定したり，研究を深

めたりする上で， とくに大切にした点が2つあ

ります。

lつは，基本的概念や定義を徹底的に調べる

ことです。アーティキュレーションについては，

その定義をいろいろ調べた結果， 1929年のアメ

リカ NEA第7年卒長における「アーティキュレ

ーション委員会」の定義が最も自分が考えてい

るものと一致しました。それは「絶え間ない前

進的発展 (continuousforward movement) を

もたらす部分と部分との適切な関係を意味し，

教育においては，すべての生徒が学校生活にお

けるあらゆる地点で 最大限の進歩をもたらす

ような学校単位向及び学校内部の調整と関連性

を意味するjというものです。そして，この定

義から， 11[ilflとしての成長・発達jと「学習者と

しての発達jの考え方を導きました。

他方，大学単位制度については，その制度構

造を自ら新たに設定しました。それが， 1大学に

おける授業の履修に係る学生の学修量を測るも

ので，基礎的な量としての l単位数，全体の量

としての総単位数及びそれを配分し，履修選択

させ，学問的クレジ y トを与えるすべての過程

から成るl!J!J度Jといつものです。そして，この

から 5つの制度要素 11単位数J1総単位

数J1-配分単位数 J1履修選択J1評価Jを抽出

し，分析の観点と位置づけたわけです。

2つは， i!J!J度の歴史を学ぶということです。

歴史を知らずして改革はないという認識です。

教育制度は「時間Jと「空間j とに規定されて

存在しますが， I時間的要因の解明は「歴史的研

究Jによって行われ 教育制度の成立-展開を

歴史的条件に即して明らかにし，今日の教育制

度への影響を考察することが大切になります

(詳しくは，教育flJ!J度研究会編『要説教育制度j

学術出版社， 1984 を参 !~?2. )。そこで， とくに大

学の単位制度については，アメリカ 130年の歴

史と，日本50年の歴史を徹底的に調べ，その上

で空間的要因の解明としての「比較研究Jの方

法を採用したわけです。それが，博士論文のタ

イトルである『日米の大学単位ili!JJ支の比較史的

研究jにも反映されました。

1. アーティキュレーションE丹究

教育制度研究としてアーティキュレーション

の問題を取り上げた理由は 2つあります。まず

第 lに， トータルな観点からの教育制度論の興

隆です。それまでは初等教育，中等教育，高等

教育といった教育段階~Ijや，あるいは小学校，

中学校，高校など学校種別ごとの問題を研究対

象として取り上げる場合が多くありました。し

かし，かつての「人間の発達過程に応じた学校

体系の開発」試行や「生涯学習体系への移行j

施策等を背景に，学校段階間の継ぎ自に注目し

たり，学校教育(制度)を連続体としてトータ

ルに問題把握しようとしたりする気運が高まり，

その研究の必要性が出てきたからです。

第2に，子とともや学習者の視点の喚起であり

ます。公教育制度は，一人ひとりの子どもの立

場からみれば，子どもが異なるいくつかの教育



段階の学校を垂直的に(時には水平的に)通過

していく制度となっています。したがってそこ

では，およそ年齢の進行とともに各学校聞の移

行を経験することになります。教育は本来，子

ども(学習者)のへの働きかけであり，生きる

主体としての子どもが中心でなければならなL、
それぞれの学校を通っていくのは，子ども自身

であるからです。いかにすは、らしい学習環境が

月3意されても，子ども自身の移行が妨げられ，

ゆがめられることがあっては，子どもの人格形

成の基礎は期待されなしE。それゆえ，下級学校

と上級学校とを結ぶ いわゆる移行期の教育に

十分な配慮が求められなければならな¥;¥。ここ

に，教育学研究の課題としてのアーティキュレ

ーション問題が存在すると考えました。

(1)アーテイキュレーションの概念

アーティキュレーションという言葉は，本来，

「骨と骨とを結ぶこと，あるいはその接合点jを

表す解剖学上の“関節"と 「節をつけるJとい

う音声学上の“分節化"の 2通りの意味を持っ

ています。この語源的意味からして，それはあ

るものとあるものをつなぐと同時に区別すると

いう 2側面，すなわち“つなぐ円という連続面

と“区別する"という不連続面を同時に有する

ものと考えられます。このことは，教育におけ

るアーティキュレーションを理解する仁で基本

となるものです。というのは，アーティキュレ

ーションは，既存の学校や既成の教育段階をた

だ単に結びつけるだけにとどまらず，各学校段

階を適切に区切り，区分するということも{井せ

含めて考えなければならないからです。

多種多様な概念の定義や意味がみられる中で，

これまで最も簡潔にして しかも最も適切な定

義を下したものと思われるのが，先に述べた

1929年の米国NEA第 7年報における「アーテ

イキュレーション委員会Jの見解です。それは

実際，当時のデユーイ (Dewey，John)の「発

達郎教育Jの理論に強い影響を受けたものです

が，生徒あるいは学習者の側に立った定義とし

て注目しました。

この定義に沿って，フォーマルな学校制度の

各単位を通しての人間的成長・発達という側面

と，学校で教授されるさまざまな訓育や技能を

通しての学習上の進歩という側面の 2つを導き

ました。学習を通して生徒の発達を助長する学

校制度においては，こうした「個jと[学習者j

との両側面の発達が同時に求められます。それ

ゆえ，教育におけるアーティキュレーションは，

こうした両側面の発達を同時に保障すべき

段階間の接続関係であるととらえることができ

ると考えたわけです。

(2)アーティキュレーションの制度特質

①学校単位の自立性・独立性

教育i!JIj度が今日のように異なったいくつかの

学校単位に分割されているのは，決して単なる

偶然事ではない。教育の歴史において，いくつ

かの教育段階ゃ異なる形態と内容をもった学校

が存続するのは，それなりの意味があるからで

す。一般に，人間性はilfil々 の成熟の過程で発達

するものですが，この成熟の過程が進むにつれ，

食物の要求が異なるように教育や学習への要求

も徐々に異なってきます。そこでは，教育が連

続的過程であるからといって， さまざまな側面

における要求や関心は異なります。極端にいえ

ば，幼児と成長した大人の両者に共通した制度

単位を月3意する必然性は生じないのです。

人11号の発達要求と同様に 社会的あるいは経

済的観点からも異なる発達段階をすべて含んだ

lつの共通した学校単位を組織することは不可

能に近く，また決して望ましいことではないと

考えられます。歴史的に培われてきた各学校単

位のある程度の自立性-独立性は必要不可欠な

ものなのです。このことが第 1の特質となりま

す。もっとも，学校の単なる合成的集合体は必

ずしも学校制度とは言えません。学校i!J1j度が複

数の学校単位で組織される限り，これらの単位

を結びつけるアーティキュレーションが大きな

役割を果たすことになります。

②接続関係の教育段階的異質性

第2の特質は，各学校段階問の按続関係の現

実の態様は異なることです。一般的理念にもか

かわらず，初等・中等教育，中等・高等教育は

もとより，各教育段階内の学校相互間の接続関

係は，実際においてそれぞれ特有の性格をもっO



これは，各学校の目的や機能あるいはその成立

のJE史的背景や起源とも深く関連するものであ

ります。

アーティキュレーションの問題は，学校制度

全体を通じて決して一様ではなく，各教育段~{:r

や学校段階!切において特有の性格をもっている

のです。この特質は，教育の長い伝統の lやで培

われたものであり，その歴史性とともに，さら

には学留者の発達の特性とも絡んで，アーテイ

キュレーション問題をますます複雑化，高度化

さーせてきています。しかし，アーティキュレー

ション問題を考える際 この教育段階的異質性

は十分に考慮しなければならない不可避の特質

であると言えます。

③ illこ号題提起j的性格

第3の特質として挙げられるのが，アーテイ

キュレーションは 1つの問題が解決されれば，

さらに次元の高い新たな問題が生じるというこ

とです。先のNEA第7年報は， ¥米国教育の単

位を接続する同日記はW(:i]とされていない。解決の

緒についたばかりである。力動的・発展iねな教

育iljlj)支において， 1つのアーティキュレーショ

ンの問題群が解決されれば ただちに他の問題

群が生起するJと指摘しました。この見解は，

当H寺はまだ19世紀を通じての学校制度の発達過

程の形式的，法制j的な体系化が主流を占めてい

た時期であり，個々の生徒の科学的観察と研究，

つまり!一生徒の側面」からの問題解決の余地が

1合分残されていたことを示唆するものでした。

同年報では，とくに学校制度に直接関わる教

育行政面のアプローチに鋭い批判が投げかけら

れ，教育行政者の保守的性格の改善こそがアー

ティキュレーション問題の解決の糸口であると

強詩号していました。アーティキュレーションは，

決して標準化とか固定化とかを意味するもので

はなく，むしろ，それが常に「生徒の側面」か

ら考えられ，現実の生きる主体としての生徒を

対象としたダイナミックな教育制度がめざされ

る限り， ¥問題提起Jとしての性質をもち続ける

のであります。

④単線型学校体系の第二次的作業

第 4の特質は，近代的学校体系成立の歴史的

背景と関連するものです。近代的学校体系は，

学校の体系性あるいは有機的連関性をもって成

立しました。しかし，最初から整合性の完成し

た構図をもっていたわけではありません。歴史

的には， r~:1 ilt . ;;fl: i止の前近代性の残存や遺ililjと

も関係しないわけではないですが，そうした遺

制の存続を保障するような当イーにの社会構造や社

会的要求に対応した不整合と異質性を内部に抱

えていたのです。複線型学校体系や，一方の系

統治、ら他の系統へのつながりが断絶している

いわゆる「袋小路J1めな分岐型学校体系などに

それは具現化されていました。

近代的学校体系は まさにこうした内部に抱

えていた不整合と異質性を解消し，すべての由

民に等しくその教育機会が開放され，被教育者

がその教育期i関笥を通じてそれぞ

ぬけるイ仕土組みを築き上げげ、ることをその重重:要な諜

題としたわけでで、すO しかし，アーティキュレー

ションの問題意識は こうした学校体系の不整

合を解消する段階で考えられたものではなく，

むしろ教育の機会均等が進んだ、民主的社会にお

ける単線型学校体系成立後の過程で考えられる

ようになりました。言い換えれば，アーティキ

ュレーションは，制度自体もしくは体系そのも

のの変革を外社会から要請するような根本的な

ものではなく，単操型学校体系における「部分

制度的次元および内容的次元において整頓し，

充実させ，完成までもってゆく第二次的作業j

として位置づくものと言えます。

この二次的な作業において問題となるのは，

学校制度における現実的，実!努的な教育上の作

業や運営です。これについては，少なくとも次

の2つのレベルが考えられます。 1つは，学習

者のスムーズな移行を妨げ，その発達を阻害す

るような制度的諸要因を解消し，除去する教育

的措置です。これは主に，アーティキュレーシ

ョンが要請される経済的観点を強調するもので

あり，従来のアーティキュレーションの課題意

識の主流を占めるものでもあります。他の 1つ

は，より積極的な作業として，学習者の円滑な

移行を一層促進させ，その十全な発達をもたら

すような創造的教育努力です。これらのいわば

-114-



解消・除去作業と覆極的な創造作業の同方がと

もに効果的に行われてこそ，理念としてのアー

ティキュレーションが実現され得ると考えられ

ます。

(3)アーテイキュレーションの問題領j或

ではアーティキュレーションの問題領域とし

てどのようなiHlJ面が考えられるのであろうか。

この問題を考える時 アーティキュレーション

は異なる教育機関の存在を前提とするものです

から，少なくとも次の 3つの側而を設定するこ

とができますD すなわち lつは教育機関の設

定の枠組みに関する側面であり， 2つは教育機

関の内実に関する側面，そして 3つは各教育機

関間の具体的連絡・調整方法の側面です。布、は，

これらの 3つの側聞をそれぞれ「構造的側面J
f内容的側面Jr運営的側面j と便宜的にIJ乎ぶこ

とにしました。勿論 これらの 3側面はそれぞ

れ無関係に独立して存在するものではありませ

ん。互いに密接な関連をもち， しかもそれらの

し寸ぶれも欠くことなく統一的に考えられて初め

て効果的なアーティキュレーションとなり，全

体としてダイナミ yクな学校制度を築き上げ、る

と考えられます。

①構造的側面

これは学校制度の構造あるいは器に関わる側

面ですが，制度特質の項で述べたようにそれは

構造全体に関わるものではなく，あくまで部分

制度的なものであります。この側面に含まれる

中心的な問題としては，各学校段階の区分の仕

方(いわゆる区切り)や入学試験制度などが挙

げられます。

学校体系の区切りに関していえば，それまで

わが国の学制改革論議の中でもさまざまな見解

や提案がみられましたが この問題は実際きわ

めて複雑な問題性を帯びています。それは，一

般に各学校単位が歴史的所産であると何時に，

その度分を決定する要素が決して単一でなく，

いくつかの要素が複雑に錯綜しているからです。

安藤尭雄氏によれば，この段階的区分には少な

くとも学習者-被教育者の心身の発達段階であ

る心理学的要素，教育目的性や教育内容に関わ

る教育の時期的必然性 社会経済的水準の 3つ

が関係してきます。アーティキュレーションの

本質的要請からすれば，より生徒の「心理的要

の観点からその発達段階が十分に考慮され

る必要があることはいつまでもありません。

他方，入学試験制度もまた，構造的{羽田にはi

わる重要な問題の 1つであり，それは入試それ

自体が下級学校と上級学校との継ぎ I~l のi!J1j度で

あり，生徒の学習のj訪の確保を規定するもので

あるからです。 I~こi 等-高等教育 II\J アーティキュ

レーションについては，いうまでもなく大学に

おける入学者選抜が大きな問題となります。こ

れまで長い間，選抜原理に基づく入試が実施さ

れてきましたが，そこでは主にそれを支える原

理や方法が問われてきました。 具体的には，偏

差値偏重主義の入学者選抜方法や， J二下の連続

性を無視した入試科目の量などの問題です。

②内容1~<]iHlJTm 
これはいわば教育機関の r:l:I身の問題であり，

ある一定の教育体i!JJjの枠組みが確立された後の

下級・上級学校11司の教育の内部的編成に関わる

部分です。一般的には 近代的学校体系の整合

性が進み，学校体系のi!JJj度 I'I~J 点貰I~:_が設備され

るに伴って，この内容的側聞は教育問題として

ますます純化されてきました。米国の場合でも

例タトではなく，アーテイキュレーションの問題

はその中心的課題を内容との側出に置くもので

ありました。すなわちそれは，教員の問題，組

織編成の問題，教授方法の問題，カリキュラム

の問題，生徒の適応の問題などです。

これらのうち，内容的側聞における中心的問

題はカリキュラムです。具体的には，教科の配

列，各教科の始期，選択，連関のほか，カリキ

ュラム分化や高度化などが問題となります。ま

た，このカリキュラムの問題と関連した指導方

法や指導体制については，授業形態やクラス規

模，担任期jあるいは学期ilJljなどをめぐる問題が

挙げられます。

③運営的側面

これは，学習者が下級学校から上級学校への

移行をより効果的にならしめるための手段-方

策の側面であります。これまでの構造1:内，内容

的側面の補助的・補完的性格をもっと同H寺に，



より積極的な意味においてアーティキュレーシ

ョンの創造的作業に位置づくものでもあります。

この運営的側面における具体的手段や方策は，

大きく次の 3つに問題区分され 1つは学習者

に関する情報交換及びその利用， 2つは主に教

員同の協{動的作業やコミュニケーションの機会，

3つは進路指導を中心としたガイダンスです。

まず，学習者の情報交換に関しては，最も広

く採mされているのが，学生の入学時(後)及

び卒業時のデータの取得と供与です。 具体的に

は，調査書(内申書)をはじめ学生の成績や学

校生活の追跡調査などです。学習者の発達や活

動記録あるいは成績に関するこれらの情報は，

とりわけ上級段階の学校の教員にとっていち平

く一人ひとりの発達状況を知り，それを実際の

教育指導やクラス運営等に役立てる上で重要な

役割をもつものであります。

次に，異なる学校段階聞の教員のi初動的作業

やコミュニケーションの機会について，とくに

下級学校の生徒や教員の上級学校訪問の機会は，

学校の雰囲気や人間的交流 相互理解の場を確

保する上で、不可欠なものです。勿論，それは単

なる学校間交流的な意味の「訪問」ではなく，

生徒の「オリエンテーションのためにj行われ

ることが重要であります。また，両校間の教育

プログラムに関する情報交換，カリキュラムあ

るいはH寺には具体的な教育目標づくりのための

合同研究会や研修の機会のj広大なども求められ

ます。

学習者の情報交換とともに，上級学校への進

学指導としてのガイダンスは，運営的側面にお

ける重要な役割を担います。学習者の成長・発

達の特性をト分に理解し，個々の能力・適性あ

るしミは関心に応じた専門的指導は，学習(学校)

選択の機会や卒業後の適切な個人指導の上にお

いても必要不可欠なものです。とりわけ今日の

高校においては，個々の生徒の発達を一面的あ

るいは偏向的にとらえるような学業成績中心主

義や，偏差値に基づく進学先振り分け作業等は

排除されなければならない。このことは，大学

が学生を社会に送り出す就職指導や学生の進学

指導においても向様なことが言えます。

(4)研究成果に基づく教育接続改革への提言

tJ、jこのようにアーティキュレーションの概念

を明確化し，その制度的特質と問題領域を設定

して，アーティキュレーション研究の基本枠組

みを提示するとともに，戦後わが国の学校教育

における接続問題を追究してきました。

まず政策動向として わがl~の学校制度にお

ける接続の問題は 当初 i故後の 6・3・3nJIJが

意図していた中等学校の一元化による初等教育

と中等教育との按続問題には結びつかず，義務

教育と義務後教育との接続問題に終始していた

ことが明らかになりました。その後，中学校と

高校との一貫性といっ制度課題に発展し，さら

にその!この段階で、は高大教育連携への動きも活

発にみられるようになりましたが，いずれも受

験競争の緩和を背景とした入試問題との関わり

の中で生まれたものでした。学校制度全体を通

じた，また人間の発達過程や子どもの学習権保

障といった観点からの重要性は部分的に指摘さ

れてきましたが，教育接続の特質を踏まえた本

格的かつ多面的ないわゆる!制度の二次的作業J
への着手は大幅に遅れていたと言えます。実際，

戦後の施策において 接続問題が取り上げられ

たのは，文部省調査局『大学と高等学校との関

連進学を中心に-j (昭和29年)に過ぎず，そ

れも高校普通課程の選択制の形骸化を示すため

の調査報告という位置づけでした。 以後ももっ

ぱら入試制度との問題の中で取り上げられたわ

けです。

その意味では，近年の中央教育審議会答申

「初等中等教育と高等教育との接続の改善につい

てJ(平成11年12月)における接続問題は，入

試制度が中心ではありましたが，従来の選抜方

法などの技術的・運営的な議論から脱し，一歩

も二歩も踏み込んで教育の連続性を意識したソ

フト面，内容面に力点が置かれた点は見逃すこ

とはできないと思います。

また，平成24年 8月28日には，中央教育審議

会に高大接続特別部会が設置され，各学校段階

での教育を通じこれからの時代に必要とされる

力を育む観点から，大学入学者選抜と高等学校

教育の質保証，大学教育の実的転換を一体的に



行うための基本的な方向性 高等学校と大学と

の連携強化のための方策が検討されることにな

りました。このことは，従来の入試を中心とし

た仁点」から新たに「フ。ロセス」による質保証

を目指すものとして評価することができます。

こうした政策の動きを念頭に，アーティキュレ

ーション研究の成果として 学校間の教育接続

に関わる提言等を以下に述べることにします。

①高等学校教育の中間的性格・役割

近年の高大連携方策は，それまでの中等-高

等教育問アーテイキュレーションに一つの風穴

をあける意味を有していますが，それが直ちに

学校制度におけるアーティキュレーションの問

題を「義務教育Jと「高大接f剖というこつの

方向に向かわせるのは必ずしも望ましいことで

はないと思います。むしろ 1999(司王)克11)年の

中教審答申にも表されたように普通教育の連続

性に基づく初等中等教育の|学校教育j と「大

学教育Jとのアーティキュレーションという方

向に進むべきであると考えます。その際，重要

な鍵を握るのが高等学校教育であり，高等学校

に「義務教育J と「高等教育j との橋渡し Il)'I~::

格と役割を付与するのが日本的な姿のように思

われます。

このことは，義務教育一高等学校教育一高等

教育あるいは小学校一中間学校一高等学校一大

学という制度図式をもたらすものであります。

もちろん，その改革においてはアメリカのよう

に4年制の高等学校構想も考えられていいと考

えています。

②点から線への移行

次に，従来の入試制度に集中-集約されてき

たアーティキュレーション問題を，教育内容・

方法面において再検討する必要性があります。

いわば点から線さらには面への移行作業です。

これまでの接続関係の見重し作業は，どちら

かといえば生徒のスムーズな移行を妨げ，その

発達を阻害するような制度的諸要因を解消し!除

去する教育的措置が中心でありました。学習指

導要領の改訂作業等はこの種のものであったと

いえます。これは主に，アーテイキュレーショ

ンが要請される経済的観点を強調するものであ

V) ， 従来のアーティキュレーションの課題意;哉

の主流を占めるものでもありました。

むしろ，これからはより積極的な作業として，

子どもの円滑な移行を一層促進させ，そのイι三

な発達をもたらすような創造的教育努力が要請

されなければならなし 10 しかも，これは

育にまで及んで求められる必要があり，入試と

ともにカリキュラム編成にもそれは反映される

必要があります。

これらの解消-除去作業と積極的な創造的作

業の両者は，教育課程のみならず教育の指導方

法，両校関の情報交換や協働作業など，アーテ

ィキュレーションの運営(:1~1WJj百におしJ 、ても発j草

される必要があります。これらがともに効果的

に行われてこそ，点から帝京さらには而への移行

が保障され，理念としてのアーティキュレーシ

ョンが実現され得ると思われます。

③子どもの発達権・学習権の保障

そして第 3に，アーティキュレーションの教

育課題として不可欠なのが 子どもの発達権や

学習権の保障を移行期の教育の本質的かっ重要

な視点に設定することであります。

学校は，子どもの成長発達の重要な場であり，

学習する上で不可欠な場でもあります。それは，

子どもの発遠権-学習権を保障する iljlj 度的-]f~

lî~ となっています。それゆえ，学校flJiJ度は，こ

うした子どもの発達権や学習権を保障する一形

態としての学校相互間の結合関係の総体として

とらえることができます。この結合関係は， 1Hs 

本的にはタテとヨコのご‘次元の索j!j!llで、考えら

れますが，このうちタテの結合関係において最

も本質的な理念として子どもの発達過程の連続

性を挙げることができます。かつてデューイは，

教育の過程は連続的な成長の過程であり，その

各段階の目標は成長する能力をさらに増進させ

ることにあると指摘していましたが，彼のこう

した「発達即教育jの理論の根底には，子ども

の発達は生物学的にも心理学的にも遮断されな

し3過程であり，この発達を供給する学校は，

どもの調和的発達と継続的発達を反映するもの

であるという考え方が含まれていたと思います。

異なる学校段階を通過していく子どもの発達

ワ
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は，いつもその速度が一定というわけではなく，

また種々の発達聞において必ずしも並行的では

ありません G しかし決して突発的・断続的であ

ることはなく，常に累積的-連続的なのであり

ます。それゆえ，子どもの移行の際には，この

同じーっの生命の連続的発達がめざされなけれ

ばならな V¥。教育の本質をこうした子どもの連

続的な成長発達を保障するところに求める H寺，

アーティキュレーションの本質的要詰もまた，

子どもの発達過程あるいは学習過程の連続性に

位置つごけられるのではないでしょうか。

(5)アーティキュレーションT:iJf究の発展

私のこうしたアーテイキュレーション研究は，

最近では義務教育制度の研究とも結びつき， Iい

じめ・不登校の教育制度学的研究」へと発展し

てきました。詳細は時間の関係で省略しますが，

本学人間系の庄可一子教授にも加わっていただ

き，いじめ・不登校の問題を教育制度の接続問

題ととらえ，制度を変えればいじめや不登校は

減少することを実証的に明らかにしようとしま

した。仮説としては わが匡!のいじめの発生は

中学校 1年でピークを迎えます。それは制度の

区切りと関係していること またいじめと不登

校とは相関関係があることの 2つを設定し，あ

る地域の約5，000人の小中学生や担任教員-校長

を対象に調査を実施しました。その結果，いじ

めと不登校との相関が実証され， 5.3・4制へ

の移行を中心として，小学校 6年と中学校 3年

の接続変更をすべきとの結論に達しました(詳

しくは， r教 I~nî .子ども・カリキュラムの視点か

らみた義務教育制度の総合的再編に関する学術

調査〈平成17~初年度科学研究費福助金基盤研

究(B)報告書>j (研究代表者:清水一彦)平成

21年)。

2.大学単位制度の研究

(1)日本の大学教育の特質と問題点

大学のシステムとして定着している単位制度

は，すでに130年もの長い竪史を有しています

が，わが国の大学には戦後の 6・3・3・4制の

実施とともに導入され，一般教育とともに新制

大学を特色づける教育システムとなりました。

しかしながら，今日までの60数年の関，単位制

度については誤解や誤用による運用:!k?冗が続き，

しばしば単位制度の形骸化も叫ばれ，必ずしも

わが国に真に根付いたものとなっていなかった

と言えます。大学教育の量的転換から質的転換

がjlJ↓ばれ，学生の学修成果や能動的学修が求め

られる仁ドで，単位制度の果たす機能-役割は大

きく，極論すれば，大学教育の実質化は単位制

度の実質化でもあるといってよいでしょう。

学修時間の問題は，単なる 11寺問の長さの問題

ではなく，わが国の大学教育の特質から生じて

いる問題でもあります。大学における学修は，

自己学修を基調とする大学教育の特性から考え

られ，具体的には授業と授業外の自主的な学修

から成り立っています。学生の学修の不足は，

正確に言うと，このうち授業外の自主的な学修

の時間不足であります。授業のi時間そのものは

むしろ多い状況にあり，文系より理系の方が，

座学中心の分野より資絡専門職の分野の方が，

また上級学年より下級学年の方が，そし

より短期大学の方がより過密な授業時間が組ま

れています。分野によっては 1日中あるいは 1

週間にわたってぎっしりと過密授業が編成され

ているのが現状です。まさしく，高校以下の学

校教育と向じような状況が見られます。こうし

た特異な状況は，授業中心主義， I受動的学習J

主義といったわが国の大学教育の特質から派生

されるものであり， さらには戦後導入した単位

制度の問題点や形骸化がそれに拍車をかけてい

ると考えています。

(2)問題の本業

このうち授業中心主義は 大学人のカリキュ

ラム観の回定化と関係しています。つまり，教

養より専門をという大学人の指向や，カリキュ

ラム編成における足し算的増加傾向(不用なカ

リキュラムを残したまま新たなカリキュラムを

設定)， r学ぶJより「教えるJを重視する教師

観などです。また， r受動的学習J主義について

は，教授法の軽視や硬直化が関係していると思

います口座学の重視や近年の FD (Faculty 

Development)への嫌悪感などです。そして，

単位制度の問題点は，単位制度の誤用であり，

0
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質的観点の欠如をはじめ FDやシラパスといっ

たサブシステムの機能不全があります。すなわ

ち，米国において今から 130年前に開発・ -1喜入

された単位flilJ度は，当初から r-if<ill)乏な学修成果J

という質的観点 (GP A =Grade Poim Average) 

が定義の仁1~1 に組み込まれていたにもかかわらず，

わがILlでは 1単位二45時間の学修といった量的

規定が強調されすぎたこと また単位制度は F

Dのような教授法の開発を必須として誕生した

ものであるにもかかわらず わがI~l では単位制

度導入後30数年後にようやく FD議論が始まっ

たことなどが影響していると思います。これに

追い打ちをかけたのが 単位計算方法の問題で

す。講義，演習，実験・実習等といった授業形

態ごとの計算方法の中で，実験・実習等につい

ては自主的学修を不要とする方式がとられてい

ました。 1991(平成 3)年の基準の大和l化で、多少

弾力化されましたが，依然として実験-

は現実とはかけ離れた形で授業中心主義が賞か

れているのが現状で、す。

このような大学教育の特質からくる特異な状

況は，大学教員の特性とも深い関連を有してい

ます。つまり，教員 1人当たり平均 8コマ(ア

メリカでは 4コマ)という授業担当コマ数の多

さ(その半分はゼミ論文指導)や，教員の研究

指向といった特性です。大学人の多忙さに関連

する調査結果では，会議等の学内運営に費やさ

れる Il寺11J1も影響していますが，多くの教員は教

育負担をl嘆き，むしろ研究に割く時間を望んで

いるのが支配的となっています。

(3)単位制度の本質と構造

そもそも時間を単位とする単位制度は， 1869 

年のアメリカのハーバード大学における選択制

の導入を契機として考え出されたものでありま

す。アメリカ高等教育の新しい発展を方向づけ

たともいえる選択制システムは，すべての教

科・科!ヨが同一の価値を有し，等しい重みをも

つことを前提にしていました。そして，単位制

度はこの選択制の上に成り立ち，各科目の相対

的価値をそれぞれの教授方法や授業形態などの

違いを越えて，学修時間という共通の物差しで

等しく取り扱われました。つまり，授業出席を

前提とした学修の11寺!日1さえIp'Jじであれば，すべ

ての学生に同じ成果を保証するのが単位制度の

基本となっていたのです。こうした単位の等uHi

i直Itは，学生のn宣11多の選択や可白色Itを拡大する

ところにその最大の利点が置かれて¥，)ました。

そして，科目の等イiIli能性はj判立の等イ[lli位性のみ

ならず，別の新たなシステム，つまり今日でい

うFDを開発し実践することになったのです。

また，アメリカにおいては明確な寺充 -(:1'')基準

といったものはありませんが，ほほ共通してい

ることは， 1単位=1学tm週 111寺17¥Jの授業十iItf;i

)Eな学11多成果， といった ì~ti立制度の基本{荷造を

7F~成していることです。授業11寺 IM1 数に関する量

的規定と，学11多成果の質的規定の!111j者をもって

いることが重要となります。この満足な学修成

果は，すぐに今日でいっ GPAのシステムを開

発し，今日まで卒業要件としても実h'支されてき

ました。今ではこの GPAは各種報奨HlIJ)支や|可

窓会入会の条件にもなっており，アメリカ社会

に認知されたしっかりしたシステムと言えます。

このように，大学の単位制度は，選択ij]ljから

生まれ， FDやGPAのようなサブシステムを

1:1九五ながら成立したわけです。

(4)単位制度の原理・原則と責任性

単位制度に対ーしては， 当初から!知識のi折片

化jとか「学修成果の不平等Jといった批判も

ありましたが，むしろ単位制度のもつ利点ある

いは長所は広く受容され，今日に至るエリー卜

から大衆イヒさらにはユニノすーサル化の過程にう

まくマッチした制度として，わが匡!のみならず

世界各国に普及-定着することになりました。

そこには，普遍的なi!J1J度原理があったからだと

思います。

第1に，最大の原理は「経済性・効率性」で

あります。教育における駄をなくし，学:11多意

欲や学修プロセスの連続性を保障することです。

具体的には，例えば一定の年度においてコース

や科目の lつに失敗しでも，その失敗は 1年間

の失敗を意味せず，常に復活可能とされます。

また，試験による単位と結びついて，高等教育

システム外で獲得された学修経験に適合させ，

これによって学位に必要とされるH寺間とコスト
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を減らすことができます。高等教育の量的拡大

は多様な学生層を伴い，彼らの能力や経済的状

況あるいはライフスタイルはますます多様なも

のに変化していますが，単位制度はこうした多

様な状況にも首尾よく対応できる制度となって

いるのです。

第2に， I多様性・柔軟性Jの原理を挙げるこ

とができます。本来 選択制そのものが多様性

や柔軟性を重要な要素としているため，そのコ

ロラリーとして成立した単位制度もまた当然、の

ことながら向様な原理を有しています。例えば，

異なるコース，通年，セメスター， 3週間，さ

らに 1週間コースでさえも，さまざまな量の単

位を振り分けることができ，教科内容を無視し

てすべてのコースが等しい量であるという神話

をも除去できるのです。

こうしたコース量の多様性とともに，運営の

柔軟性にも寄与しています。つまり，単位とい

う同じ貨幣価値によって，多様な学問的なカレ

ンダーの作成を可能にさせ，年間の教育運営を

容易なものにしています。サマーセッションな

ととも高等教育の統合部分として認めていること

はその一例です。さらに，専攻分野の中途変更

や新しい分野の創設にも多くの柔軟性を与えま

す。新しいプログラムを最初から始める代わり

に，学位につながる以前の学修をカウントし，

専攻や関係要件を満たす上で追加の学修のみを

要求できます。また，新しいコースを開設する

こともより容易にできるので，大学が新しいニ

ーズヤ関心にカリキュラムを適応させることが

でき，その革新に貢献するものになっています。

第3に， I個性化・自律性」の原理でありま

す。これは高等教育をより学生指向に導き，ま

た教員や機関の自律性・独立性をも保障する原

理です。単位制度はコースの選択制と結びつい

ているため，よと車交的きっちりしたカリキュラム

の場合より学生指向であり偲性化を可能にして

いることは指摘するまでもありません。また，

学生自身のペースで，パートタイムベースでも

高等教育を追求して学位のための学修ができる

メカニズムを提供しています。偲人的，専門的

な目標や生活事情に適合させながら労働や学修

の期間を変え，高等教育を--fl寺中断したり止め

たりできます。こうして学位学修を継続教育あ

るいはリカレント教育に統合させることもでき

るのです。さらに クラス外の教育経験に「類

似Jの方法で単位を与えることによって，独立

学修や多様な非伝統的な学修を可能にさせ，学

生に開かれた教育経!換の範囲を広げるものとな

っています。このほか，単位制度の強みは機関

相互のトランスファーにあるので，学生のやる

気や能力に応じて機関問の移動を認め，個人の

能力の限界まで発達させることができます。移

動の自由と能力開発にも寄与するものとなって

いるのです。

単位制度の特徴は 総合試i挨よりコース(科

目履修)に置かれています。そのため，教員に

何をどのように教えるかを決定させるというか

なりの独立性を与えるものとなっています。ま

た，各高等教育機関においてもカリキュラムの

自律性が維持され，それが多くの学生をしてト

ランスファーさせる大きな要因にもなっていま

すD というのは， トランスファー学生を認める

受け入れ機関は，学生を送り出す機関恒IJに対し

て基礎的なカリキュラムの重複履修を求めてい

ないからです。

このように，単位制度は選択市Ijの等価値性に

基づき学生の学修成果を同一にするところに

「教員の責任性jがあり，また学生自身の多様な

学修選択や学修方法を保障しているところに

「学生の責任性jも存在することになります。学

修の意味は，それゆえ教員と学生の双方の責任

の上に成り立っているといってよいと思います。

(5) アメリカの単位制度の特徴

学期市!jと単位制度を組み合わせたアメリカで

は，少なくとも次の 3つの単位が存在し，学潟

市iJも多様なものとなっています。わが国の大学

に適用されているセメスター単位， 3学期制に

サマーセッションを加えたクォーター単位，そ

して科呂(コース)履修をより強調した近年の

コース単位の 3つです。いずれも学生が卒業す

るまでに履修しなければならない学修量は同じ

に設定されており，また標準的な 1科目単位数

も3単位が多くなっていますが，それぞれにお
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いて大きく異なる点は全体の履修科目数であり，

l学期ごとのクラス授業時間数(学修量)であ

ります。具体的には，例えば，同じ 3単位科目

であっても，セメスター制では45時間のクラス

授業が求められ，クウォーター制では30時間の

クラス授業となります。学生に求められる自学

自修のl時間は，クラス授業時間の長さに比例す

るものでありますから，当然， 1科目における

学生の学修量は違ったものとなります。

多様なIJII，多様なシステムを有するアメリカ

においても，入学から卒業までの学修量や大学

の教育の質については統一化が図られています。

要するに，いずれの学期市Ijをとるかが問題では

なく，そこにおける学習の管理や教育の質保証

がきちんとされているか否かが重要となるので

す。

(6)単位制度と「学修J概念

わがlJIIにおいて，大学の憲法と呼ばれる大学

設置基準には「学修j という用語が使用されて

います。他方，高等学校までの学習指導要領で

は「学習Jという用語が使われ，従来の中央教

育審議会答申でも一貫してこの|学習jの詰が

使用されてきました。しかし， 2012(平成24)年

の中央教育審議会答申では新たに f学修Jとい

う表現に変わり，現在の第 2期教育振興基本計

画(閣議決定)の中でもこの学修が使用される

ことになりました。

学習と学修は基本的には異なる概念でありま

す。舘昭氏は「学習という漢詩の本来の意味は，

すでに存在する価値を模倣し，繰り返すことに

よって身につけることにあるJ(舘昭『原理原則

を踏まえた大学改革を一場当たり策からの脱却

こそグローバル化の条件J東信堂，平成25年，

p. 191) と述べています。つまり，知識や技能

を獲得する方法が，まねるとか模倣するという

ことに限られた意味となっているのです。

これに対して，学修は辞書的な意味では「学

問を学び修める」修学を指すが， 1949 (昭和24)

年に新制大学が発足した時から規定され，大学

設置基準上，大学での学びは「学修Jとなって

います。その理由については， 1大学での学びの

本質は，講義，演習，実験，実技等の授業時間

とともに，授業のための事前の準備，事後の展

開などの主体的な学びに要する時間を内在した

[単位制Jにより形成されているjと指摘されて

います。つまり，単位制度と結びついた学びが

学修ということになります。それは，授業にお

ける「まねるJ1-模倣Jによる学びだけでなく，

授業の予習・復習による自主的な学びも含まれ

るということになります。

このように，学習も学修も知識や技能を獲得

することにありますが，その違いは獲得方法に

あり， M者はまねて行うのに対して，後者はま

ねるとか模倣とかにこだわらずさまざまな方法

によって行うことになります。舘1113氏も指摘す

るように，実際，学習と訳されるラーニング

(learning) の主~I床には， まねるとか模{放すると

いった意味は希薄であり，それは知識や技能を

獲得する，あるいはj菱得された知識や技能とい

う意味しかないのであります。それゆえ，ラー

ニングの訳としては[研究」とか[学問jの意

味合いがより相応しく，学修に近い言葉とされ

るのです(舘IlEL言iJ掲書)。

(7)単位制度の改革提言

以下，現行の単位制度が誤解のもとで設計さ

れ， しかも今なお現場をかなり悩まし続けてい

る]克:1犬を克服するために 戦後導入された単位

制度の制度設計のあやまちを指摘し，単位制度

の基本骨格の再構築をめざして大学設置基準の

改訂への提言を行いたいと思います。

① 1単位の定義の見直し

まず 1-1単位45時間の学修jは， 日本人の平

均労働者の 1週間の労働時!習を基に作られたも

のであります。つまり，月曜日から金曜日まで

は8時間，土曜 E15時間の労働法fljljです。 戦後

長い間， J~ 6日fjJ!Jは維持され，その意味で、は i

単位45時間は合理的で妥当な規定でありました。

しかし，現行の週休 2日HJりになってからは， 1止

の IやはJ~40時間市Ijに切り替わり今日に至ってい

ます。その意味では，当然のことながら，労働

法制の変化に合わせて学修時間の規定も変更す

る必要があります。こうした規定自体，社会状

況に照らし合わせると非現実的であり，不合理

性あるいは非妥当性をもっています。こうした



ことから，少なくとも設置基準における 1単位

の定義は， '-40時間の学修J(時間は実時間)と

変更すべきではないかと考えています。

また，関連して r1単位時間jを明維にすべ

きだと思います。 :;!M45時間という規定について

は，労働時間に合わせた実時間，つまり 1時

間=60分ととらえることができますが，それと

は違ういわゆるアカデミック・アワーとする意

見もあります。疎かにわが匡!の大学教育におい

ては， 1 単位 11寺 11~] の規定は存在しません。初

等・仁1:1等学校においては，規則の中で 1講!時

間=45分とか50分という規定があります。大学

の世界では，慣行的に90分(この場合は 1単位

時間は45分)とか100分(1単位時間は50分)

が採用されているのです。

tJ、一仁の改定とは~Ijに， 1単位の定義そのもの

を見直すことも考えられます。わが国では 2学

期のセメスタ -itilJであれ， 3学期flilJ(トリメス

タ ilfl]あるいはクォーター市11)であれ，卒業単

位は124単位と規定され，セメスター単位が採

用されています。学期市Ijと結びついた単位制度

の基本が崩れたままであります。これに対して

アメリカでは，どのような学期制を採用しでも

1単位の量的定義は， r 1科目の授業を週 1回 1

学期に履修することJという単純明快なもので

す。週 21ITl授業があれば2単位，週 3回あれば

3単位となる。このように定義を設定すれば，

当然のことながら学期制によって卒業単位数が

異なりますが，それが国際通用性のある単位制

度と言えるのです。

②単位計算方法の規定の廃止

授業形態ごとの 3種類の単位計算方法は，も

ともと!日制大学から新制大学への移行の際の，

とくに実験の多い理系科白を維持するために苦

肉の策で作られたいわばフィクションに過ぎま

せん。自学自修を求めない実験・実習等の規定

(当初の45時間の実験・実習等で自学自修 O時

IHJ)は現実とは*離し 全く意味のない規定で

もありました。その後少し柔軟化されたとはい

え，依然として一部の大学では45時間規定を

入しているのが現状であります。 3種類の単位

計算方法はアメリカでも聞いたことがありませ

ん。そもそもアメリカの単位制度においては自

学自修の規定すらないのが現状だと思います。

この認識はわが国で、はきわめて希薄であります。

つまり，大学における自学自修は自明のことで

あり，基準によって規定するようなものではな

いからです。

講義，演習，実験・実習等の 3種類の単位計

算方法は，わが国独自のシステムでしたが問題

が大きいと言えます。アメリカの地域資格認定

機関や大学カタログの例をみるまでもなく，従

来の 3種類規定は早急に 2種類へと変更すべき

であります。勿論，大学のj羊位制度は自学白修

を前提して成立していることはいうまでもあり

ません。アメリカでは当初から 1単位の定義の

中に時間的数量的規定のみならず， r満足な学修

成果jが加えられています。すでに指摘しまし

たように，単位制度は選択告Ijを基車1I1に考えられ

た制度であり，選択制には現在のFDなる教授

法の開発が組み込まれ それゆえ単位制度のサ

ブシステムとして FDがあり，シラパスの作成

はFDの仕事になっているのです。 選択fl1lj→単

位jfflJ度→FD→シラパスといった連続的かつ繋

がりをもった構造を有していると言えます。実

際，アメリカの大学で、は自学自修はシラパスに

よって奨励されています。設置基準による単位

の計算方法の徹底を図るのではなく，むしろシ

ラパスの使命・役割の重要性とともに，シラパ

スによる自学自修の積極的な促進方策を考えた

方がよいと患っています。

③124単位の標準単位数化

アメリカでは，卒業要件としての総単位長女は，

学期制の種類と l単位の学修量と密接に関係し

ています。つまり，例えばセメスター制では通

常 5科目程度の履修状況で，各科巨が3単位と

すれば， 1学期に15単位，年間30単位， 4年の

卒業までに120単位が基本となっています。他

方，クォーター制では 3学期(夏期除く)あり

ますので，年間45単位，卒業までに180単位と

いう震修要件になります。このほかにも多様な

単位制度が存在しますが いかなる学期制をと

ろうとも 4年間の学修量は「標準的な考え方j

がとられています。
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わが|翠の単位制度の導入の際にも i可様な考え

方が存在しました。しかし，設置基準に規定さ

れたことからその最低基準としての性格が強ま

り，設置審査の必要条件にもなっています。現

場の大学で、も l単位でも不足する場合は沼年の

決定が下されます。他方，卒業判定において寸一仁

限はほとんど顧みられず むしろその努力が賞

賛される場合が多い。本当にそれでよいのか。

もう一度，標準単位数という考え方を強調すべ

きであると考えます。それによってカリキュラ

ム編成の議論が活発化し カリキュラムの精選

も期待できるのではないかと)まいます。

単位制度を敷くいかなる罰であろうと， fl多得

単位数は卒業要件のーっとなっていますが，ア

メリカの大学で、は 修得単位数とともに GPA

が課せられていますむそれは l単位の定義に含

まれる「満足な学修成果Jを具現したものに他

ならなし」わが国の場合 このGPA相当のシ

ステムも徐々に導入されてきていますが，これ

まで卒業制度が教育の質保証を担保するものに

なっていません。近年のグローパル化に関連し

て，教育の質保証の仕組みは重要な課題となっ

ています。その意味では， G PAに相当する質

保証の装置が基準の上で、も設定されなければな

らないと思います。

単位制度それ自体は必ずしも教育の質を保証

するものではありません。単位制度のパイオニ

アであるアメリカでは 各年次の履修制限の規

定はすでに長い間一般化しており，多くの大学

では最低履修単位数とともに各年次の最高履修

単位数を定めています。また，優秀な学生には

より多くの履修が保障され， 一定の単位数を下

回ったり成績の悪かったりする学生に対しては

学修の継続をストップさせる制度的措置もとら

れています。そして，操り返しますが，早くか

ら単位制度の弱点を捕うべく方法として GPA

方式を開発・実践し，教育の質を維持するとと

もに，数多くの評点を用意しながら成績評価の

客観性や適切性を確保する方法をとってきまし

た。このGPAは，さらに学生の報奨制度や大

学院入学あるいはトランスファーなどにも広く

利用されています。

こうした背景には 学修の量をH寺田]で、測ると

いう単位制度は， もともと量的側面を強調した

システムであり， したがって何らかの質的維持

装置やシステムが伴わなければ単なる「ユニ y

トJ(unit) に過ぎず，iiとして貨幣と河棋な流用

性をもった iクレジットJ(credit) にはならな

いといった考え方が存在していたからでありま
.-1-

わが国においても 単位制度の根幹を成す 1

単位数と総単位数の趣旨が徹底され，単位:iIJlJJ支

の実質イヒが保証されれば，敢えてキャップ (C

AP) ftJljや成績評価の厳格化をIUj-ぶ必要もなく

なり，また関連する修業年限の弾力化に関しで

も，例外措置でなく一般制度化できるものです。

その実質化のためには，単位i!JIjJ支の弱点を補

完・補強するような質的維持管理システムの確

立が不可欠であります。カリキュラムの体系化

や能動的学修をはじめとする教授法の改善，教

育評価あるいは学~~JjtlJljの見直し等は，そうした

システムを前提にしてはじめて意味をもつもの

となると考えています。

おわりに一教青改革から学修改革へ

大学がかつての[象牙の塔」から「社会シス

テムJの一つに転じてからそう H寺山jは経過して

いません。わが国の大学が大衆化段階に入った

のは1963(flB和38)年のことであり，アメリカに

おいては1941年のことでした。その後，大学は

50%の進学率を達成し，わが国を含めて多くの

屈がユニバーサル段階を迎えることとなりまし

た。

コーニパーサル段階においては「極度の多緑化J
がキーワードとなり |新しし 1広し叶王!検の提供J
が大学の役割となっています。このことは社会

変動と密接に関係するものとなったことを意味

しています。この間の社会や科学技術の発展・

進歩はめざましく，今やグローパルな社会へと

大きく変化してきました。つまり，近年におけ

る世界・経済情勢の急激な変容，地球規模で拡

大する環境問題，グローパル化によるボーダレ

ス化，超少子高齢化社会の進行など，我々はこ

れまで、の先人たちが経験したことのない時代を
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迎えています。加えて， 2011 (平成23)年 3月11

日の東百本大震災と原発事故による未曾有の災

F[は，自然科学や科学技術も含め，これまでの

既成概念を一変させることになりました。こう

した過去に類をみない盟主lt:な課題に直面してお

り，この予測困難な事象にさらされている時代

に対応し，未来への活路を切り拓く原動力とな

る人材の育成は，今まさに大学の役割として期

待されているところであります。

こうした社会変動の中で 大学のカリキュラ

ム改革については，少なくともここ20年間取り

組まれてきていますが それに併せた教授法の

改革-改善は遅々として進んでいないことも事

実です。確かに「教育から学習へJ，I教員中心

の教育から学生中心の学習Jへという掛け声は

徐々に浸透してきていますが，根本的にはこれ

までの「学習j概念の移行が重要であると考え

ています。一言で言えば，それは「学習jから

「主体的な学びjへの移行であります。ここでい

う「主体的な学び」とは，授業のほか授業外の

学生の能動的活動まで含んだ!幅広い概念です。

2012 (平成24)年の中央教育審議会答申におけ

る，人材の育成を担う大学に対し，学生への問

題解決型の能動的学修の促進，教員と学生との

双方向による質の高い授業展開などを求め，そ

してその実現に向け，実を伴った学修時間の実

質的な増加-確保，学修成果の把握などの方策

を提起した“予測困難な時代において生涯学び

続け，主体的に考える力を育成する大学へ"の

提言は，まさしく学習形態のパラダイム転換を

求めたものであるといってもよいでしょう。

問答申では，従来の受動的学習に代わる新た

な学習形態として「能動的学修Jという用語を

使用することになりました。それは， I教員と学

生が意思疎通をi亙りつ'コ，一緒になって切瑳琢

磨し，相互に刺激を与えながら知的に成長する

場を創り，学生が主体的に問題を発見し解を見

いだしていく Jことと定義されました。そして，

その実現のために，授業の事前準備，授業の受

講，事後の展開を見通した主体的な学びに要す

る総学修時開の確保が求められたのであります。

この主体的な学びあるいは深い学びは，一般

に， アクティブ・ラーニングと求ま私:されるもの

です。すなわち， I教員による一方的な講義形式

の教育とは異なり，学修者の能動的な学修への

参加を取り入れた教授・学習法の総称jであり

ます。この能動的学修は，従来の教授・学習j去

をあらためさせる授業方法の革新的役割を担っ

た新たな概念として登場してきたもので，それ

は戦略的な学習(学修)習慣の転換をもたらす

ものと考えています。当然のことながら，学生

の成長を促進するものであると認識されている

課外活動も主体的学びとして認知され，その結

果，課外活動の単位化も考えられてよいと思い

ます。

高等教育の質保証や学生の学修成果の重視か

ら「学びjの変革が起こりつつあります。学生

の主体的学びや深い学びを保障する能動的学修

は，今や大学で、学ぶすべての学生，つまりダイ

ノ〈ーシティへの機能のーっとして求められます。

およそ， 1991 (平成 3)年の大学設霞基準等の改

正(基準の大綱化)を契機とする各大学におけ

るカリキュラム改革は，新たに能動的学修ある

いはアクテイブ・ラーニングといった教授・学

修の革新へと変化してきたと言ってよいでしょ

う。新しい教育モデルの構築イとです。能動的学

修とかアクテイブ・ラーニングは，その主役を

担う学修方法として期待されています。

最後に，大学において学ぶ者は何も学生のみ

ではありません。教職員も生涯学び続けて初め

て，大学は組織体として成熟・発展すると信じ

ています。学生への学びを「アクテイブ・ラー

ニングJとするならば，教職員への学びは「ア

クション・ラーニングj と5乎んでもよいでしょ

う。具体方策としては， FD. S Dの組織化，

教職員の業績評価指iJ度，教職員コモンズ(ファ

カルテイ・クラブ)の設置などが考えられます。

教育改革から学修改革への移行は，教職員を含

めた大学総がかりの改革と言えると思いますD

時間になりましt:.o ご清聴ありがとうごぎい

ました。
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